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24.3.16  地方制度調査会専門小委員会ヒアリング 

基礎自治体連合構想と都区制度の現状・課題（説明メモ） 

 

総 論 

 

○現行の都区制度は、東京大都市地域における身近な自治と行政の一体性を共

に確保する観点から、複数の基礎的な地方公共団体（特別区）と広域の地方

公共団体（東京都）の特別な役割分担により対応する大都市制度である。 

 
○都区制度は、長年にわたる特別区の自治権拡充の取組みを経て今日の姿に至

ったものであり、平成１２年に施行された現行制度は、都と特別区が合意を

得て国に法改正を求め、実現したものである。 

 
○都と特別区は、様々な課題に直面し、厳しい協議を重ねつつも、自主的に解

決しながら制度を運用してきた。 

 
○現行制度の下での最大の課題は、都が一体的に処理する「市町村事務」の具

体的な整理により、改正自治法の原則に則った役割分担の明確化と役割分担

に基づく安定的な財源配分を確立することである。 
  そのことを通じて、住民に対する都区の行政責任の明確化を図り、基礎自

治体である特別区の行財政基盤の強化と都が広域的課題に専念できる体制を

確保し、都区の真のパートナーシップ確立による住民福祉の向上と大都市東

京の発展を期するものである。 

 
○特別区制度調査会の報告「「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想」

は、現行の制度が、都区間の役割分担及び財源配分について法定の原則のも

とで双方の協議により解決しようとするものであるのに対し、協議による解

決の限界を克服する方策として示されたものである。 

 
○特別区にとって、東京大都市地域における自治制度の選択肢は、現在のとこ

ろ、現行都区制度か、特別区制度調査会の提言による「基礎自治体連合構想」

のいずれかであるが、特別区（基礎自治体）優先の原則の下での東京大都市

地域の自治の確立に向けて、現行制度の運用改善を優先しつつ、自治制度改

革関連の動向等を踏まえながらさらに検討を深めることとしている。 
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「基礎自治体連合構想」の概要 

 
○「基礎自治体連合構想」は、特別区長会が特別区制度調査会に今後の特別区

のあり方の調査研究を依頼した結果の報告として提言されたものである。 

 

第二次特別区制度調査会報告 
「『都の区』の制度廃止と『基礎自治体連合』の構想」（19.12.11）の要点 

 
◇改革の基本的な考え方 

①東京大都市地域において、基礎自治体優先の原則に立った分権改革をさら

に進めることが必要 

②特別区が名実共に住民に身近な政府として自らを確立していくためには、

「大東京市の残像」を内包する「都の区」の制度から離脱することが必要 

③「行政の一体性」の観念から脱却し、分権時代にふさわしい新たな基礎自

治体間の関係を構築することが必要 

 
◇「基礎自治体連合」の構想 

①「都の区」の制度廃止後の東京大都市地域の基礎自治体は、「東京○○市」

として実現 

②基礎自治体横断的な関係は、新しい「対等・協力」の形であり、法的根拠

を有する「基礎自治体連合」として設計 

③「基礎自治体連合」は、事務配分、徴税、財政調整などの「対等・協力」

関係の内容を基礎自治体間で協議し、住民投票により承認された憲章の下

に、地域の実情に合わせた多様な自治の選択を可能とする新たな制度 

④「基礎自治体連合」は、それぞれの地域の実情に合わせた多様な自治シス

テムの選択を拓いていくという意味で、他の地域にも適用可能 

 
◇東京大都市地域における「基礎自治体連合」のモデル 

 ①すべての「東京○○市」で構成する  

②議会を置き、議員は「東京○○市」長が兼ねる  

③議会は条例制定権、予算議決権を有する  

④連合の長は「基礎自治体連合」の議員の中から選任する  

⑤必要に応じ外部の意見を聞くための第三者機関を置くことができる  

⑥都から引き継ぐ事務のうち「対等・協力」関係で処理する必要がある事務
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を処理する  

⑦「東京○○市」間の水平的な財政調整事務を処理する  

※共有税方式または分賦金方式が考えられる  

※地方交付税制度の特例を設ける 

⑧住民参加の仕組みをもつ  

⑨連合の議会における会議及び会議録の公開や、公聴会・参考人制度を活用

する  

⑩「基礎自治体連合」の事務的経費は、「東京○○市」が負担する 

 
◇関連する課題についての考え方 

①区域の再編の議論については、まず平成１２年改革による都区の役割分担、

財源配分の原則を実現し、その上で各特別区が自主的に取組むことが順当

な道筋 

②都が市の機能を内包したまま「州」になることは考えにくく、「基礎自治体

連合」は、道州制が導入される場合であっても対応できる制度 

③「都の区」の制度が廃止されれば、都の首都としての役割は消失するため、

東京○○市の連合又はいずれかの東京○○市が担うことも可能 

④当面、特別区優先の原則を徹底し、都区の役割分担を整理することは、平

成１２年改革の趣旨の実現及び今後の改革の方向にも合致 

⑤行政需要の違いと著しい財源の偏在を自らの手で調整するには、これまで

培ってきた「互譲・協調」精神と、自主・自立への確固たる決意が必要 

 
○構想は、東京大都市地域の特殊性を踏まえつつ、基礎自治体レベルで解決す

べきものについては、財源の調整も含め、基礎自治体間の横断的な相互補完

関係で対処する仕組みを提起したものであり、従来の都区関係のもとでの事

務配分と財源配分の確執を解消し、本来の広域自治体と基礎自治体の連携関

係を築くための方策を示した意義は大きい。 

 
○また、東京大都市地域に限らず、基礎自治体同士が力を合わせ、合意の下に

それぞれの地域の実情に応じた自治のシステムを構築する選択肢を提起した

ことも、今後の自治制度のあり方を考えるうえで示唆に富むものである。 

 
○特別区としては、平成１２年改革の趣旨を踏まえつつ、現行制度の下での課

題解決を優先して取り組むこととしており、将来のあり方については、引き

続き検討していく課題としている。 
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自治権拡充の沿革 

 

○東京の「区」は、明治時代の自治制度発足時から自治の単位として存続して

きた歴史がある。 

 
○戦後の都区制度改革は、東京大都市地域の一体性確保との調和を模索しなが

ら、身近な自治を順次強化してきた歩みである。 

 
○平成１２年改革は、都区間の役割分担、財源配分の原則を法定し、東京大都

市地域に広域自治体と複数の基礎自治体の二層制を確立した。 
 

（参考 1）東京大都市地域の変遷 

◇「市」よりも先に「区」が誕生（明治１１年） 

       ※明治 22 東京市(15 区) 明治 26 三多摩東京府編入 

◇現在の特別区の区域で都市計画（大正１１年） 

       ※昭和 7  「大東京市」( 35 区) 

◇都制は、戦時体制下に東京府と東京市を同時に廃止して発足（昭和１８年） 

◇戦後新都制の下で２３特別区に（昭和２２年） 

 

（参考 2）都区制度改革の歩み 

◇特別区は、戦後「市」と同一権能で発足（昭和２２年） 

◇すぐに都の内部団体に転落（昭和２７年） 

◇自治権拡充運動を背景に順次特別区の権限を拡大 

      ※昭和４０年施行（福祉事務所の移管等） 

        「市」の事務の重圧で都の行政が麻痺≪単一自治体での対応限界≫ 

      ※昭和５０年施行（区長公選復活、人事権移譲、保健所の移管等） 

        原則「市並み」 ＝ 事実上の基礎自治体 ⇒ 制度上は都の内部団体 

◇都区合意のもとに国に制度改正を求め、ようやく特別区が法的に基礎自治体に 

※平成１２年施行 ⇒都制のもとでの到達点 ≪二層制の実現≫ 

○政令指定都市制度では対応できない大都市地域に適用 

○大都市地域における身近な自治と行政の一体性を共に確保 

  ・複数の基礎自治体と広域自治体の特別な役割分担で対応  

  ・大都市制度としての特例（事務分担、税配分、財調制度）  

○役割分担、財源配分は、法定の原則の下に、都区協議で調整 
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都区関係の現状 

 

◇都区のあり方検討 

 
○平成１２年度改革における法改正の趣旨に則った財源配分は未完である。 

 
○財源配分問題の協議が難航し、事務配分をはじめ、特別区の区域のあり方、

税財政制度など、都区のあり方を再度根本的かつ発展的に検討し、現行制度

の下での都区関係の改革を目指すことになった。 

 
○平成２３年度までに、都の事務の「仕分け」（都区いずれが担うべきかの検討

の方向付けの整理）が終了した。 
（今後の対応は未定。当面、都区のあり方検討とは別に、児童相談所のあり

方等を検討することに。） 

 
○特別区の区域のあり方をめぐっては、都が、事務配分の検討とセットで検討

すべきであり、再編を含む区域のあり方について議論が必要としたのに対し、

特別区は、区域の再編の問題はそれぞれの区が主体的に判断すべきものであ

り、事務配分の議論の前提となるものではないとしており、現在は、特別区

の区域の議論の前に、将来の都制度や東京の自治のあり方の議論が必要であ

るとして、都と区市町村による調査研究を行っている途上である。 

 

◇都区財政調整協議 

 

○都区財政調整制度は、事務配分、課税権の特例及び２３区間の財源偏在に応

じた自治体間の財政調整の仕組みであり、地方交付税制度と並ぶ法律上の財

源保障制度である。 

 
○都区間配分と２３区間配分は、都区協議で定めることとされており、都区協

議会の下に設定された「都区財政調整協議会」において毎年の協議を行い、

都区協議会において合意する手順を踏んでいる。 
 

○都区間財源配分について 

  ※配分割合＝特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように交付

される特別区財政調整交付金の原資となる、調整３税（固定資産税、市町村民税法

人分、特別土地保有税）の一定割合 
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①都区の役割分担に応じた配分割合の合意はかねてよりの懸案事項である。 

平成１０年自治法改正時に整理された考え方（都が特別区の区域におい

て一体的に処理する「市町村事務」は、特別区（基礎自治体）優先の原則

により限定され、法定の事務のほか、都区の協議で決められるべきもので

あり、その事務の処理に必要な限りにおいて都が特別区の区域の「市町村

財源」を留保するという考え方）に基づいて、都が、府県事務以外の、一

体的に処理する「市町村事務」の範囲を明示し、それをもとに都区の協議

により財源配分の整理を行うべきとするのが特別区の主張である。 
現在は、都区協議会の下に設置した「都区のあり方検討委員会」におい

て、今後の都区のあり方について、事務配分、特別区の区域のあり方、税

財政制度などを根本的かつ発展的に検討する途上にあり、都区の「大都市

事務」（特別区の区域において市町村財源を充当して処理する事務）の役

割分担を踏まえた財源配分のあり方については、この検討を行う中で、そ

の結論に従い整理を図ることとしている。 
 

②配分割合の変更については、一定の変更事由がある場合に限定することで

合意している。 

平成 12 年改革時に、「配分割合は中期的に安定的なものとし、大規模な

税財政制度の改正があった場合、都と特別区の事務配分または役割分担に

大幅な変更があった場合、その他必要があると認められる場合に変更する」

との合意を行い、変更事由に該当する状況の有無を確認しながら毎年の協

議を行っている。 
現在は、平成１９年度以降、都区のあり方検討を先行するに際して当面

の財源配分として合意した配分割合である５５％で安定している。 
 

○特別区間の財政調整について 

①特別区間の財政調整については、昭和５０年制度改革時に、地方交付税の

算定方法に準じた客観的・自動的算定を旨とする単位費用方式を基本とし

た改正を行って以降、毎年の協議の中で、時々の課題の整理と合わせて、

基準財政需要額の算定方法の改善合理化を進めてきている。 
 

②都区間の財源配分を行った後の区側の財源の配分については、特別区間の

自主的な調整を基本に整理すべきとするのが特別区の主張であり、２３区

間の意見調整を行いながら協議に臨んでいる。 

 
○その他、調整税の年度途中の減収に伴う特別区の減収補てん策、都市計画税

が都税とされている中での特別区の都市計画事業への財源措置（都市計画交

付金）のあり方、特別交付金のあり方等が懸案となっている。 




